
「災害時の事業継続力認定 審査要領」を

改訂しました。（お知らせ）
～第４回認定（平成２３年６月）の申込から適用します。～

四国建設業ＢＣＰ等審査会（会長：徳島大学工学部教授 中野 晋）

は、「災害時の事業継続力認定 審査要領」を改訂しました。

この審査要領は、第４回認定（平成２３年６月）申込申請用です。

今回の改訂ポイントは次の通りです。

【改訂のポイント】

○「記載上のポイント」をわかりやすい表現にしました。

○作成の手助けとなるように考え方の一例を「参考」として追加しました。

○認定審査の確認項目として「Ｇ 事業継続計画の改善の実施」を追加しました。

要領の詳細については、「災害時の事業継続力認定審査要領（第４回

認定 平成２３年６月申込申請用）」を参照下さい。

なお、平成２３年度中に認定期限となる建設会社の継続申請に関する

事項も記載しています。

審査要領の受け取り方法：四国地方整備局ホームページから取得出来ます。

（ホームページアドレス http://www.skr.mlit.go.jp/bosai/bcp/index.html）
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